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国防次官（調達・技術・兵站担当）（ＵＳＤ（ＡＴ＆Ｌ））は、在日米軍司

令官（ＣＯＭＵＳＦＪ）を日本における国防省環境司令官（ＬＥＣ）に任命し

ている。ＬＥＣの責任の一つは、担当する地域の最終管理基準（ＦＧＳ）を策

定し、維持することである。  

 

日本におけるＦＧＳは、日本環境管理基準（ＪＥＧＳ）として知られている。

ＪＥＧＳは、国防省訓令（ＤｏＤＩ）４７１５．０５「米国外施設における環

境法令遵守（２０１８年８月３１日付第二次改訂版）」、日米地位協定（ＳＯ

ＦＡ）及びその他の適用可能な国際約束に即して策定された。ＪＥＧＳは、国

防省規則（ＤｏＤＭ）４７１５．０５「海外環境基本指針文書（ＯＥＢＧＤ、

２０２０年６月２９日付）」の定める様式及び基準に基づいている。 国防省の

各構成機関は、それぞれの管理方法に応じた指示書を作成する必要がある。 

 

ＪＥＧＳの完成は、在日米軍、各軍種、各施設・区域及びその他在日米軍の

管轄地域内の関連組織のチームワークの結果である。ＪＥＧＳは、在日米軍の

環境に関する指針及び基準に係る基本文書である。 

 

２０２２年版ＪＥＧＳは、２０２０年１２月に発行された２０２０年版ＪＥ

ＧＳの更新版である。今回の変更は、ＯＥＢＧＤ及び適用可能な日本の規定に

基づいて行われた。これら適用されている日本の規定は、充分に定義され、接

受国の政府及び民間セクターの活動に対して一般的に有効かつ施行されている

ものであり、なおかつＯＥＢＧＤに示されているよりも環境に対して、より一

層保護的な基準である。 

 

ＪＥＧＳは環境汚染又は環境修復基準は規定していないが、これらの事項は

国防省訓令４７１５．０８「米国外における環境汚染の修復（２０１８年８月

３１日付第二次改訂版）」において全て網羅されているためである。各部隊は、

人の健康及び安全への実質的な影響を及ぼす決定に係る事項について、ＬＥＣ

の代理たる在日米軍コマンド・エンジニアに相談しなければならない。 

 

第１７章「医療廃棄物」に規定されている以外に、ＪＥＧＳは放射性廃棄物

の管理や処分については規定していない。 これらの事項は、国防省訓令４７１

５．２７「国防省低レベル放射性廃棄物（ＬＬＲＷ）廃棄プログラム（２０１

９年４月１２日発効第二次改訂版）」及び各軍の指示書に規定されている。 
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変更番号 日付 作成者 

初版 １９９５年１月３１日 サニー シー 

第２版 １９９６年５月３１日 サニー シー 

第３版 １９９７年１月３１日 サニー シー 

第４版  ２００１年１０月３１日  ロバート スタークス 

バージョン１．１ ２００２年６月１４日 マーティン ウェストマン 

第５版 ２００４年７月２６日 ジャスティン ランカスター 

第６版 ２００６年９月７日  ジャスティン ランカスター 

第７版 ２００８年９月１１日  ヘクター ジャミリ  

第８版  ２０１０年１１月３０日 ジョゼフ クック 

第９版  ２０１２年１２月１７日  ショーン バロン 

第１０版 ２０１６年４月２１日  ショーン バロン 

第１１版 ２０１８年４月６日  ショーン バロン 

バージョン１．１  ２０１８年１２月１７日  ショーン バロン 

第１２版 ２０２０年１２月１５日  ニック カールトン 

第１３版  ２０２２年４月１５日 ニック カールトン 
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